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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、分 散 型 ホ テ ル の 構 築 に よ り 、旅 行 者 と 地 域 住

民 と の 交 流 の 接 点 機 会 を 増 や し リ ピ ー タ ー 化 に つ な げ 、旅 行 者 等

の 交 流 人 口 を 増 加 さ せ る と と も に 、旅 行 者 の 地 域 内 の 回 遊 に よ る

域 内 観 光 関 連 産 業 の 消 費 喚 起 を 図 る た め に 必 要 な 経 費 に 対 し 、予

算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と し 、そ の 交 付 に 関 し て は 、佐 渡 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平

成 16年 佐 渡 市 規 則 第 55号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の

の ほ か 、 こ の 告 示 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、「 分 散 型 ホ テ ル 」と は 、従 来 の ホ テ ル

が 有 す る 機 能 で あ る 受 付 、客 室 、飲 食 そ の 他 付 帯 サ ー ビ ス を 地 域

が 分 担 し 、 次 の 各 号 の 宿 泊 プ ラ ン を 含 む ホ テ ル を い う 。  

 ⑴  宿 泊 サ ー ビ ス そ の 他 必 要 に 応 じ て 提 供 さ れ る 現 地 観 光 サ ー

ビ ス の 一 元 的 な 予 約 窓 口（ 以 下「 ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 」と い う 。）

を 有 し て い る こ と 。  

 ⑵  地 産 地 消 の 食 事 の 提 供 又 は 客 室 施 設 へ の 配 達 を 含 む も の 。た

だ し 、近 隣 の 地 産 地 消 認 証 店 の 食 事 券 を 付 け る 場 合 、食 事 の 提

供 を 含 む こ と は 要 し な い 。   

（ 補 助 事 業 者 の 選 定 基 準 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、本 市 内 の 団 体 等 で 、次 に

掲 げ る 要 件 を 全 て 満 た す 者 と す る 。  



⑴  補 助 事 業 を 的 確 に 遂 行 す る の に 必 要 な 費 用 の う ち 、自 己 負 担

分 の 調 達 に 関 し 十 分 な 財 務 的 基 礎 を 有 す る こ と 。   

⑵  補 助 事 業 に 係 る 経 理 そ の 他 の 事 務 に つ い て 的 確 な 管 理 体 制

及 び 処 理 能 力 を 有 す る こ と 。  

（ 申 請 者 の 要 件 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う。）

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

 ⑴  宿 泊 サ ー ビ ス 事 業 者 、地 域 住 民 及 び 施 設 所 有 者 等 か ら 構 成 さ

れ る 協 議 会 等 の 法 人 ま た は 団 体  

 ⑵  今 後 前 号 に 該 当 す る 見 込 み が あ る 団 体  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合

に は 、 補 助 金 を 交 付 し な い 。  

 ⑴  宗 教 活 動 又 は 政 治 活 動 を 目 的 と す る 団 体  

⑵  佐 渡 市 暴 力 団 排 除 条 例（ 平成 24 年 佐 渡 市 条 例 第 33 号）第 ２

条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 が い る 団 体  

 ⑶  別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 措 置 要 件 に 該 当 し 、同 表 右 欄 の 交 付

停 止 期 間 を 経 過 し て い な い 者 が い る 団 体  

（ 補 助 対 象 経 費 等 ）  

第 ５ 条  補 助 事 業 の 内 容 、補 助 対 象 経 費 、補 助 対 象 外 経 費 、補 助 率

等 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る 。  

（ 交 付 の 申 請 ）  

第 ６ 条  申 請 者 は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書（ 様

式 第 １ 号 ）に 、誓 約 書（ 様 式 第 ２ 号 ）の ほ か 、次 に 掲 げ る 書 類 を

添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  事 業 計 画 書  

 ⑵  収 支 予 算 書 （ 又 は こ れ に 代 わ る 書 類 ）  

 ⑶  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  申 請 者 は 、前 項 の 補 助 金 の 交 付 の 申 請 を す る に 当 た り 、当 該 補

助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額（ 補 助 対 象

経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法

（ 昭 和 63年 法 律 第 108号 ） の 規 定 に よ り 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 と



し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 及 び 当 該 金 額 に 地 方 税 法（ 昭 和 25年 法

律 第 226号 ） の 規 定 に よ る 地 方 消 費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 の

合 計 額 に 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い う 。以 下「 消 費 税 等 仕 入 控

除 税 額 」と い う 。）を 減 額 し て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

申 請 時 に お い て 消 費 税 等 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い も の に つ

い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、

当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、補 助 金 を 交 付 す べ き も の と 認 め た と

き は 、交 付 決 定 を 行 い 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 交 付 決 定

書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、市 長 は 、補 助 金 の 適 正 な 交 付 を 行 う た め

に 必 要 が あ る と き は 、補 助 金 の 交 付 の 申 請 に 係 る 事 項 に つ い て 修

正 を 加 え て 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、第 １ 項 又 は 前 項 の 交 付 決 定 を 行 う に 当 た っ て は 、前 条

第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に

係 る 仕 入 控 除 税 額 に つ い て 減 額 し て 交 付 申 請 が な さ れ た も の か

確 認 を 行 う 。  

４  市 長 は 、審 査 の 結 果 、補 助 金 を 交 付 し な い と 認 め る と き は 、そ

の 理 由 を 付 し て 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知

書 （ 様 式 第 ３ 号 の ２ ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る 。  

（ 交 付 条 件 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、補 助 金 の 交 付 を 決 定 す る 場 合 に お い て 、補 助 事 業

者 に 対 し て 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 付 す も の と す る 。  

⑴  補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 従 い 、善

良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 補 助 事 業 を 行 う こ と 。  

 ⑵  補 助 事 業 の 内 容 の 変 更（ 軽 微 な も の を 除 く 。）を し よ う と す る

と き は 、あ ら か じ め 市 長 の 承 認 を 受 け る こ と 。た だ し 、補 助 対

象 費 用 の 各 費 目 の 配 分 を 超 え て 支 出 す る 場 合 、又 は 費 目 の 合 計

（ 複 数 年 度 交 付 決 定 に お い て は 年 度 限 度 額 の 合 計 ）の 10分 の ２

を 超 え て 流 用 す る と き は 、 市 長 に 届 け 出 る こ と 。  



⑶  補 助 事 業 を 中 止 し 、又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、市 長 の 承

認 を 受 け る こ と 。  

⑷  補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 す る こ と が で き な い と 見 込

ま れ る 場 合 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 に お い て

は 、事 故 報 告 書 を 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、そ の 指 示 を 受 け る こ

と 。  

⑸  市 長 が 必 要 と 認 め て 指 示 し た と き は 、補 助 事 業 の 実 施 の 状 況

に 関 し 、 遂 行 状 況 報 告 書 を 速 や か に 提 出 す べ き こ と 。  

⑹  市 長 が 補 助 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 必 要 な 範 囲 に お い て 報 告 を

求 め 、又 は 実 地 調 査 を 行 お う と す る と き は 、遅 滞 な く こ れ に 応

ず る こ と 。  

⑺  市 長 が 補 助 事 業 に 係 る 実 績 の 報 告 等 を 受 け 、そ の 報 告 等 に 係

る 補 助 事 業 の 実 績 が 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付

し た 条 件 に 適 合 し な い と 認 め た と き は 、市 長 の 指 示 に 従 う こ と 。 

⑻  市 長 が 第 19条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 の

返 還 を 請 求 し た と き は 、市 長 が 指 定 す る 期 日 ま で に 返 還 す る こ

と 。  

⑼  第 19条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 返 還 請 求 の 通 知 を 受 け

た と き は 、 補 助 金 の 受 領 の 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、

当 該 補 助 金 の 額（ そ の 一 部 を 納 付 し た 場 合 に お け る そ の 後 の 期

間 に つ い て は 、既 納 付 額 を 控 除 し た 額 ）に つ き 年 10.95パ ー セ ン

ト の 割 合 で 計 算 し た 加 算 金 を 加 え て 返 還 す る こ と 。  

⑽  返 還 す べ き 補 助 金 を 期 日 ま で に 納 付 し な か っ た と き は 、納 期

日 の 翌 日 か ら 納 付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、そ の 未 納 付 額 に つ き

年 10.95パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金 を 納 付 す る こ と 。  

⑾  補 助 事 業 の 実 施 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 は 、

別 に 定 め る 期 間 を 経 過 す る ま で 市 長 の 承 認 を 受 け な い で こ の

補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、譲 渡 し、交 換 し 、貸 し 付

け 、 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い こ と 。  

⑿  市 長 の 承 認 を 受 け て 財 産 を 処 分 す る こ と に よ り 収 入 が あ っ

た 場 合 に は 、そ の 収 入 の 全 部 又 は 一 部（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税



に 係 る 相 当 額 を 除 く 。） を 市 に 納 付 さ せ る こ と が あ る こ と 。  

⒀  補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 不 服 が

あ る 場 合 に お い て 、申 請 の 取 下 げ を し よ う と す る と き は 、交 付

の 決 定 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 10日 以 内 に 市 長 に 届 け 出 る こ と 。 

⒁  市 長 が 実 施 す る 補 助 事 業 の 評 価 に 協 力 し 、か つ、そ の 結 果 に

基 づ く 市 長 の 判 断 に 従 う べ き こ と 。  

⒂  補 助 事 業 年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 、市 が 実 施 す る 事 後 評 価 及 び 追

跡 調 査・評 価 に 協 力 す る こ と 。た だ し 、補 助 事 業 終 了 か ら ５ 年

度 目 の 状 況 に よ っ て は 、補 助 事 業 者 の 合 意 を 得 た 上 で 、期 間 を

延 長 す る こ と が あ る こ と 。  

（ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 の 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 場 合 に お

い て 、交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 さ れ た 条 件 に 対 し て 不 服 が

あ り 、補 助 金 の 交 付 の 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す る と き は 、当 該 通

知 を 受 け た 日 か ら 10日 以 内 に 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 交

付 申 請 取 下 げ 書（ 様 式 第 ４ 号 ）に よ り 市 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら

な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 取 下 げ が あ っ た と き は 、当 該

申 請 に 係 る 補 助 金 の 交 付 決 定 は な か っ た も の と み な し て 措 置 す

る も の と す る 。  

 （ 補 助 事 業 の 内 容 変 更 ）  

第 10条  補 助 事 業 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、佐

渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 提 出 し 、

あ ら か じ め 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 ⑴ 補 助 事 業 の 実 施 方 法 等 主 要 な 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き 。  

 ⑵ 補 助 事 業 の 期 間 を 変 更 し よ う と す る と き 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 変 更 承 諾 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、

こ れ を 審 査 し 、申 請 に 係 る 変 更 の 内 容 が 適 正 で あ る と 認 め 、こ れ

を 承 認 し た と き は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 変 更 交 付 決 定

通 知 書（ 様 式 第 ５ 号 の ２ ）を 提 出 し 、補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の

と す る 。  



３  補 助 事 業 者 は 、第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 軽 微 な 変 更

に 該 当 及 び 第 ８ 条 第 ２ 号 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 は 、佐 渡

市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 計 画 変 更 届 出 書（ 様 式 第 ５ 号 の ３ ）を 市 長 に

提 出 す る も の と す る 。  

４  第 ７ 条 及 び 第 ８ 条 の 規 定 は 、 第 ２ 項 の 通 知 を 準 用 す る 。  

 （ 実 績 報 告 等 ）  

第 11条  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、当 該 補 助 事 業

の 完 了 の 日 か ら 起 算 し て 20日 以 内 又 は ３ 月 31日 の い ず れ か 早 い

日 ま で に 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 実 績 報 告 書（ 様 式 第 ６ 号 ）に

添 付 書 類 を 添 え て 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、補 助 事 業 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 書 を 提 出 で き な い

や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る 場 合 は 、期 限 に つ い て 猶 予 す る

こ と が で き る 。  

３  第 ６ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 交 付 の 申 請 を し た 補 助 事

業 者 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 行 う に 当 た り 、仕 入 れ に 係 る

消 費 税 等 相 当 額 が 明 ら か な 場 合 は 、当 該 消 費 税 等 相 当 額 を 減 額 し

て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 額 の 確 定 ）  

第 12条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た と き は 、そ の 内 容

の 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 行 う 実 地 調 査 等 に よ り 、当 該 報 告 に 係 る

補 助 事 業 の 実 績 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 さ れ た

条 件 に 適 合 す る と 認 め た と き は 、交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、

佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ）

に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 支 払 ）  

第 13条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し

た 場 合 は 、補 助 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補

助 金 交 付 請 求 書（ 様 式 第 ８ 号 ）に よ り 補 助 金 を 支 払 う も の と す る 。 

２  市 長 は 、補 助 事 業 の 実 施 に 当 た り 概 算 払 が 必 要 な 場 合 は 、交 付

決 定 額 の 80パ ー セ ン ト を 上 限 に 概 算 払 を す る こ と が で き る 。  

３  補 助 事 業 者 は 、前 項 の 規 定 に よ り 概 算 払 に よ り 補 助 金 の 交 付 を



受 け る 必 要 が あ る 場 合 は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 概 算 払

請 求 書 （ 様 式 第 ８ 号 の ２ ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 ）  

第 14条  市 長 は 、補 助 事 業 者 が そ の 責 め に 帰 さ な い 事 由 に よ り 補 助

事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 中 止 し 、又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、補

助 事 業 者 か ら 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 中 止 (廃 止 )承 認 申 請 書 (様

式 第 ９ 号 )を 提 出 さ せ 、 こ れ を 審 査 し 、 中 止 又 は 廃 止 が や む を 得

な い と 認 め て こ れ を 承 認 し た と き は 、当 該 補 助 事 業 者 に 通 知 す る 。 

２  前 項 の 承 認 を し た 場 合 に お い て 補 助 金 の 支 払 が 発 生 す る 場 合

は 、 第 11条 か ら 前 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 補 助 金 の 経 理 ）  

第 15条  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 に 係 る 経 理 に つ い て 他 の 経 理 と 明 確

に 区 分 し た 帳 簿 を 備 え 、そ の 収 支 の 状 況 を 明 ら か に し な け れ ば な

ら な い 。  

２  補 助 事 業 者 は 、前 項 の 帳 簿 及 び 補 助 金 に 係 る 証 拠 書 類 を 補 助 事

業 の 完 了 の 日 の 属 す る 年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 財 産 の 管 理 等 ）  

第 16条  補 助 事 業 者 は 、事 業 に よ り 取 得 し 、又 は 効 用 の 増 加 し た 財

産 に つ い て は 、 補 助 事 業 の 完 了 後 に お い て も 善 良 な 管 理 者 の 注

意 を も っ て 管 理 し 、 補 助 金 の 交 付 の 目 的 に 従 っ て そ の 効 率 的 運

用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。   

２  補 助 事 業 者 は 、取 得 財 産 等 に つ い て 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業

補 助 金 取 得 財 産 等 管 理 台 帳（ 様 式 第 10号 ）を 備 え、管 理 し な け れ

ば な ら な い 。  

３  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 行 う 年 度 に 取 得 財 産 等 が あ る と き

は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 取 得 財 産 等 管 理 明 細 表（ 様 式

第 10号 の ２ ）を 、第 11条 の 規 定 に よ り 実 績 報 告 書 を 提 出 す る 際 に

添 付 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  補 助 事 業 者 は 、取 得 財 産 等 を 処 分 す る こ と に よ り 、収 入 が あ っ

た と き は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 財 産 処 分 収 入 金 報 告 書（ 様 式



第 11号 ）を 市 長 に 提 出 し 、市 の 請 求 に 応 じ そ の 収 入 の 一 部 を 市 に

納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 財 産 の 処 分 制 限 ）  

第 17条  補 助 事 業 者 の 取 得 財 産 等 の う ち 処 分 を 制 限 す る 財 産 は 、取

得 価 格 又 は 効 用 の 増 加 価 格 が 単 価 50万 円 以 上 の 機 械 及 び 重 要 な

器 具 そ の 他 の 財 産 と す る 。  

２  取 得 財 産 等 の 処 分 を 制 限 す る 期 間 は 、減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数

等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 40年 大 蔵 省 令 第 15号 ） の 規 定 を 準 用 す る 。 

３  補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 期 間 内 に お い て 、

処 分 を 制 限 さ れ た 取 得 財 産 等 を 処 分 し よ う と す る と き は 、あ ら か

じ め 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 財 産 処 分 承 認 申 請 書（ 様 式

第 12号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

４  補 助 事 業 者 は 、第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 期 間 を 経 過 し た

取 得 財 産 等 を 処 分 す る こ と に よ り 得 ら れ た 収 入 に つ い て は 、第 16

条 第 ４ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

５  市 長 は 、第 ３ 項 の 規 定 に よ り 財 産 処 分 承 認 申 請 書 を 受 理 し た と

き は 、こ れ を 審 査 し 、申 請 の 内 容 が 適 正 で あ る と 認 め 、こ れ を 承

認 し た と き は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 財 産 処 分 承 認 通 知

書 （ 様 式 第 13号 ） に よ り 、 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 18条  市 長 は 、補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、交 付 決 定 及 び 確 定 し た 補 助 金 の 額 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す

こ と が で き る 。  

⑴  補 助 金 を 補 助 事 業 以 外 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

⑵  第 ７ 条 の 規 定 に よ る 交 付 の 決 定 の 内 容 に 違 反 し た と き 。  

⑶  第 ８ 条 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

⑷  そ の 他 法 令 等 に 違 反 し た と き 。  

⑸  本 市 と の 補 助 事 業 等 に 関 し て 不 正 又 は 虚 偽 の 報 告 等 を し た

と き 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 及 び 確 定 し た 補 助 金 の 額 の

の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と と な っ た と き は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ



テ ル 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書（ 様 式 第 14号 ）に よ り 補 助 事

業 者 に 通 知 す る 。  

３  第 1項 の 規 定 は 、 第 12条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 額 の 確 定 が あ っ

た 後 に お い て も 適 用 す る 。  

（ 補 助 金 の 返 還 等 ）  

第 19条  市 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お

い て 、補 助 事 業 の 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 、既 に 補 助 金 が 支 払 わ

れ て い る と き は 、期 限 を 定 め て 、そ の 返 還 を 請 求 す る も の と す る 。 

２  市 長 は 、第 12条 の 規 定 に よ り 額 の 確 定 を し た 場 合（ 第 14条 第 ２

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に お い て 、 既 に 前 項 の 返 還 額

を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、期 限 を 定 め て 、そ の 超

え る 部 分 の 補 助 金 の 返 還 を 請 求 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 返 還 を 請 求 し よ う と す る と

き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

⑴  返 還 す べ き 補 助 金 の 額  

⑵  加 算 金 及 び 延 滞 金 に 関 す る 事 項  

⑶  納 期 日  

４  市 長 は 、第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 返 還 を 請 求 す

る と き は 、 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 返 還 命 令 書 （ 様 式 第  

15号 ） に よ り 行 う 。  

５  市 長 は 、補 助 事 業 者 が 、返 還 す べ き 補 助 金 を 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規

定 す る 納 期 日 ま で に 納 付 し な か っ た 場 合 は 、納 期 日 の 翌 日 か ら 納

付 の 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 そ の 未 納 付 額 に つ き 年 10.95パ ー セ ン

ト の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金 を 徴 収 す る も の と す る 。  

（ 財 産 処 分 に 係 る 補 助 金 返 還 ）  

第 20条  取 得 財 産 等 の 処 分 に 係 る 補 助 金 の 返 還 額 を 算 定 す る 基 準

は 、 別 表 第 ３ の と お り と す る 。  

（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 の 確 定 に 伴 う 補 助

金 の 返 還 ）  

第 21条  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 完 了 後 に 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控



除 税 額 が 確 定 し た 場 合 に は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 に 係

る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 確 定 報 告 書 （ 様 式 第 16号 ）

に よ り 、 速 や か に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た と き は 、当 該 消 費 税 及

び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入 控 除 税 額 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 請 求

す る も の と す る 。  

３  第 19条 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で の 規 定 は 、前 項 の 返 還 を 請 求 す る

場 合 に 準 用 す る 。  

 （ 加 算 金 ）  

第 22条  市 長 は 、補 助 金 が ２ 回 以 上 に 分 け て 交 付 さ れ て い る 場 合 に

お け る 加 算 金 の 計 算 に つ い て は 、返 還 を 請 求 し た 額 に 相 当 す る 補

助 金 は 、最 後 の 受 領 の 日 に 受 領 し た も の と し 、当 該 返 還 を 請 求 し

た 額 が そ の 日 に 受 領 し た 額 を 超 え る と き は 、当 該 返 還 を 請 求 し た

額 に 達 す る ま で 順 次 さ か の ぼ り 、そ れ ぞ れ の 受 領 の 日 に お い て 受

領 し た も の と し て 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は 、加 算 金 を 徴 収 す る 場 合 に お い て 、補 助 事 業 者 の 納 付 し

た 金 額 が 返 還 を 請 求 し た 補 助 金 の 額 に 達 す る ま で は 、そ の 納 付 金

額 は 、 ま ず 当 該 返 還 を 請 求 し た 補 助 金 の 額 に 充 て る も の と す る 。 

３  市 長 は 、補 助 事 業 者 の 申 請 に 基 づ き 、や む を 得 な い 事 情 が あ る

と 認 め る と き は 、加 算 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。 

４  補 助 事 業 者 は 、前 項 の 申 請 を す る 場 合 は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル

事 業 補 助 金 返 還 に 係 る 加 算 金（ 免 除・減 額 ）申 請 書（ 様 式 第 16号

の ２ ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 延 滞 金 ）  

第 23条  市 長 は 、延 滞 金 を 徴 収 す る 場 合 に お い て 、返 還 を 請 求 し た

補 助 金 の 未 納 付 額 の 一 部 が 納 付 さ れ た と き は 、当 該 納 付 の 日 の 翌

日 以 後 の 期 間 に 係 る 延 滞 金 の 計 算 の 基 礎 と な る べ き 未 納 付 額 は 、

そ の 納 付 金 額 を 控 除 し た 額 に よ る も の と す る 。  

２  前 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 延 滞 金 を 徴 収 す る 場 合 に 準 用 す る 。  

３  市 長 は 、補 助 事 業 者 の 申 請 に 基 づ き 、や む を 得 な い 事 情 が あ る

と 認 め る と き は 、延 滞 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。 



４  補 助 事 業 者 は 、前 項 の 申 請 を す る 場 合 は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル

事 業 補 助 金 返 還 に 係 る 延 滞 金（ 免 除・減 額 ）申 請 書（ 様 式 第 16号

の ２ ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 補 助 金 交 付 の 停 止 ）  

第 24条  市 長 は 、補 助 事 業 者 が 別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 措 置 要 件 に

該 当 し た 場 合 は 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 交 付 停 止 期 間 に お い て 補 助

金 の 交 付 を 停 止 す る 。た だ し、当 該 措 置 要 件 に 該 当 し た 後 、市 か

ら の 指 導 等 を 受 け 、改 善 が 見 ら れ る 、又 は 見 込 ま れ る 補 助 事 業 者

に つ い て は 、 補 助 金 の 交 付 の 停 止 を し な い こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 本 文 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 停 止 を す る こ と

と な っ た 場 合 は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 停 止 通 知 書（ 様

式 第 17号 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  別 表 第 ２ に 定 め る 措 置 要 件 は 、不 正 及 び 不 適 切 等 の 行 為 を 行 っ

た 者 並 び に そ れ に 共 謀 し た 者 を 対 象 と し 、団 体 に お い て は 、団 体

に そ の 代 表 者 と 主 た る 原 因 者 を 含 め る も の と す る 。  

４  再 停 止 の 処 分 を 受 け た 補 助 事 業 者 の 交 付 停 止 期 間 は 、別 表 第 ２

に 定 め る 停 止 期 間 の ２ 倍 の 期 間 と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 承 継 ）  

第 25条  市 長 は 、補 助 事 業 者 に つ い て 相 続 、法 人 の 合 併 又 は 分 割 又

は 事 業 の 譲 渡 等 に よ り 補 助 事 業 （ 補 助 事 業 に 続 く 実 用 化 等 を 含

む 。） を 行 う 者 が 変 更 さ れ る 場 合 に お い て 、 そ の 変 更 に よ り 事 業

を 承 継 す る 者（ 以 下「 承 継 事 業 者 」と い う 。）が 当 該 補 助 事 業 を 継

続 し て 実 施 し よ う と す る と き は 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金

に 係 る 補 助 事 業 承 継 承 認 申 請 書（ 様 式 第 18号 。以 下「 承 継 承 認 申

請 書 」と い う 。）を あ ら か じ め 、承 継 事 業 者 に 提 出 さ せ 、当 該 承 継

事 業 者 が 補 助 金 の 交 付 に 係 る 変 更 前 の 補 助 事 業 を 行 う 者 の 地 位

を 承 継 す る 旨 の 承 認 を 行 う こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 承 認 を し た と き は 、そ の 旨 を 速 や か に 、承 継 事

業 者 に 通 知 す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、承 継 事 業 者 が 承 継 を 予 定 す る 日 ま

で に 設 立 さ れ な い 場 合 は 、市 長 は 、補 助 事 業 者 に 承 継 承 認 申 請 書



を あ ら か じ め 提 出 さ せ る も の と す る 。  

４  市 長 は 、前 項 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、承 継 事 業 者 が 設 立 さ

れ た と き に 、 承 継 承 認 申 請 書 を 提 出 さ せ る こ と 等 を 条 件 と し て 、

承 継 事 業 者 が 補 助 金 の 交 付 に 関 す る 変 更 前 の 補 助 事 業 を 行 う 者

の 地 位 を 承 継 す る 旨 の 承 認 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 事 故 の 報 告 ）   

第 26条  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 す る こ と が

で き な い と 見 込 ま れ る 場 合 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た

場 合 に お い て は 、速 や か に 、佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 に 係 る 事 故

報 告 書（ 様 式 第 19号 ）を 市 長 に 提 出 し 、そ の 指 示 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。  

（ 報 告 及 び 調 査 ）  

第 27条  市 長 は 、補 助 金 交 付 に 関 し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、補

助 事 業 者 に 報 告 を 求 め 、 又 は 実 地 に 調 査 す る こ と が で き る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 指 示 が あ っ た 場 合 は 、

速 や か に 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 遂 行 状 況 報 告 書（ 様 式 第  

20号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 、補 助 事 業 者 に 報 告 を 求 め 、又 は 実

地 調 査 を 行 っ た 上 で 、補 助 事 業 の 遂 行 状 況 等 が 交 付 決 定 の 内 容 と

著 し く 相 違 が 見 ら れ る 場 合 は 、改 善 内 容 を 明 示 し て 補 助 事 業 者 に

指 導 を 行 う も の と す る 。  

４  市 長 は 、前 項 の 指 導 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、改 善 の 兆 し が 見

え な い 補 助 事 業 に 対 し て は 、補 助 金 交 付 の 取 消 し の 処 分 を 行 う も

の と す る 。  

５  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 の 取 消 し の 処 分 を 行 う 場

合 は 、 第 18条 及 び 第 19条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 事 業 遅 延 の 報 告 ）  

第 28条  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 の 完 了 が 当 初 の 事 業 計 画 よ り 遅 れ

る こ と が 明 ら か な 場 合 は 、 佐 渡 市 分 散 型 ホ テ ル 事 業 遅 延 報 告 書

（ 様 式 第 21号 ） に よ り 、 速 や か に 、 市 長 に 報 告 す る も の と す る 。 

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 報 告 が あ っ た 場 合 は 、そ の 内 容 を 審



査 し 、速 や か に 、補 助 事 業 者 に 対 し て 必 要 な 措 置 を 取 ら な け れ な

ら な い 。  

（ 団 体 名 等 の 変 更 ）   

第 29条  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 後 に お い て 、団

体 名 称 の 変 更 又 は 所 在 地 を 変 更 し た と き は 、速 や か に 、佐 渡 市 分

散 型 ホ テ ル 事 業 補 助 金 に 係 る 団 体 名 称（ 所 在 地）変 更 届（ 様 式 第  

22号 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 協 力 事 項 ）  

第 30条  補 助 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 協 力 す る 。  

⑴  成 果 に 関 す る 資 料 の 作 成  

⑵  市 が 主 催 す る 成 果 報 告 会 等 に 際 し て の 、資 料 作 成 、出 席 及 び

発 表  

⑶  補 助 事 業 及 び 補 助 金 の 評 価 に 係 る 資 料 の 作 成 、情 報 の 提 供 並

び に ア ン ケ ー ト 及 び ヒ ア リ ン グ へ の 対 応  

（ 所 管 ）  

第 31条  こ の 事 業 の 事 務 は 、 観 光 振 興 課 に お い て 所 掌 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 32条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、補 助 金 の 交 付 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 規 定 ）  

２  こ の 告 示 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 31日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

同 日 以 前 に 、こ の 告 示 の 規 定 に 基 づ き 既 に な さ れ た 交 付 申 請 に 係

る 補 助 金 の 交 付 に 関 し て は 、 同 日 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

  



別 表 第 １ （ 第 ５ 条 ）  

区 分  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 の

内 容  

補 助 率  

計 画 策 定

費  

⑴ 事 業 計 画 の 策 定 に 関 す る 協 議 ・

検 討 に 要 す る 経 費  

⑵ ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 の 実 施 に 要 す

る 経 費  

⑶ 先 進 事 例 の 調 査 又 は 情 報 収 集 に

要 す る 経 費  

⑷ 市 場 の ニ ー ズ に 係 る 調 査 又 は 情

報 収 集 に 要 す る 経 費  

⑸ 外 部 専 門 家 の 招 聘 ・ 助 言 等 に 要

す る 経 費  

⑹ 協 議 会 等 の 事 務 局 運 営 に 要 す る

経 費  

⑴ 第 ４ 条 第 １ 項 第

１ 号 に 該 当 す る 法

人 ま た は 団 体 の 場

合 、 補 助 対 象 経 費

の 7.75/10 以 内 と

す る 。 上 限 500 万

円 と し 、 下 限 を ５

万 円 と す る 。ま た 、

補 助 金 の 算 出 さ れ

た 補 助 金 の 額 に

1,000 円 未 満 の 端

数 が あ る 場 合 は 、

そ の 額 を 切 り 捨 て

る も の と す る 。  

⑵ 第 ４ 条 第 １ 項 第

２ 号 に 該 当 す る 団

体 の 場 合 、 補 助 対

象 経 費 の 10/10 以

内 と す る 。上 限 500

万 円 と し 、 下 限 を

５ 万 円 と す る 。 ま

た 、 補 助 金 の 算 出

さ れ た 補 助 金 の 額

に 1,000 円 未 満 の

端 数 が あ る 場 合

は 、 そ の 額 を 切 り

捨 て る も の と す

企 画 ・ 開

発 費  

⑴ 事 業 実 施 に 向 け た 協 議 ・ 検 討 に

要 す る 経 費  

⑵ ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 の 実 施 に 要 す

る 経 費  

⑶ 外 部 専 門 家 の 招 聘 ・ 助 言 等 に 要

す る 経 費  

⑷ IT を 活 用 し た 宿 泊 プ ラ ン の 予

約 シ ス テ ム の 構 築 に 要 す る 経 費  

⑸ 試 作 品 の 製 作 に 要 す る 経 費  

⑹ メ ニ ュ ー 表 、 宿 泊 施 設 で の 案 内

等 の 多 言 語 化 対 応 に 要 す る 経 費  

実 証 費  ⑴ ワ ン ス ト ッ プ 窓 口 及 び 宿 泊 プ ラ

ン の 実 証 的 な 運 営 、 提 供 に 要 す る

経 費  

⑵ 宿 泊 プ ラ ン の 広 告 宣 伝 又 は 営 業



活 動 に 要 す る 経 費  

⑶ 利 用 者 に 対 す る ア ン ケ ー ト に 要

す る 経 費  

⑷ 旅 行 業 登 録 を 有 す る 旅 行 業 者 に

対 し て 、 当 該 宿 泊 プ ラ ン 等 の 募 集

又 は 販 売 を 委 託 す る 経 費  

る 。  

効 果 検 証

費  

実 証 成 果 の 結 果 集 計 、 分 析 、 今 後

の 事 業 計 画 内 容 の 見 直 し 等 効 果 検

証 に 要 す る 経 費  

不 動 産 、 自 動 車 そ の 他 の 個 人 ・ 法 人 の 資 産 形 成 に つ な が る もの

及 び パ ソ コ ン 、電 話 、FAX、タ ブ レ ッ ト そ の 他 の 汎 用 性 が 高 く 、実

証 的 提 供 に 必 要 か ど う か 不 明 確 な 物 品 は 補 助 対 象 外 と す る 。  

 

別 表 第 ２ （ 第 ４ 条 、 第 24 条 関 係 ）  

措 置 要 件  交 付 停 止 期 間  

偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ っ て

補 助 金 等 の 交 付 を 受 け 、又 は 融 通

を 受 け た と き 。  

処 分 を 発 し た 日 又 は 補 助 金 等 を 返

還 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 36

月  

補 助 金 等 の 他 の 用 途 へ の 使 用 が

あ っ た と き 。  

処 分 を 発 し た 日 又 は 補 助 金 等 を 返

還 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 12

月  

補 助 事 業 の 実 施 に 当 た り 、補 助 金

等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ

に 付 し た 条 件 そ の 他 法 令 、条 例 又

は 規 則 に 違 反 し 、当 該 違 反 行 為 の

態 様 が 悪 質 で 補 助 金 等 の 交 付 の

相 手 方 と し て 不 適 当 で あ る と き 。 

処 分 を 発 し た 日 又 は 補 助 金 等 を 返

還 し た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 8

月  

事 業 完 了 後 の 調 査 対 象 期 間 中 に

お い て 、期 限 ま で に そ の 報 告 を し

な か っ た と き（ 天 災 地 変 等 報 告 者

処 分 を 発 し た 日 又 は 報 告 を し た 日

の い ず れ か 遅 い 日 か ら 6 月  



の 責 に 帰 す べ き 事 情 に よ ら な い

理 由 が あ る 場 合 を 除 く 。）。  

 

 

別 表 第 ３ （ 第 20 条 関 係 ）  

区 分  承 認 条 件  返 還 額  備 考  

目

的

外

使

用  

補 助 事 業 を

中 止 し な い

場 合  

返 還（ た だ し 、備 考

欄 の 場 合 は 補 助 金

返 還 は 不 要 と し 、

当 該 財 産 の 状 況 を

報 告 す る こ と 。）  

目 的 外 使 用 部 分 に

対 す る 残 存 簿 価 又

は 時 価 評 価 額 の い

ず れ か 高 い 金 額 に

補 助 率 を 乗 じ た 金

額 を 返 還 す る 。  

本 来 の 補 助 目 的 の

遂 行 に 支 障 を 及 ぼ

さ な い 範 囲 内 で 、か

つ 、補 助 対 象 財 産 の

遊 休 期 間 内 に 一 時

使 用 す る 場 合 は 、返

還 を 要 し な い 。  

補 助

事 業

を 中

止 す

る 場

合  

道 路

拡 張

等 に

よ り

取 り

壊 す

場 合  

返 還  財 産 処 分 に よ り 生

じ る 収 益 （ 損 失 補

償 金 を 含 む 。）に 補

助 率 を 乗 じ た 金 額

を 返 還 す る 。  

自 己 の 責 に 帰 さ な

い 事 情 等 や む を 得

な い も の に 限 る 。  

上 記

以 外

の 場

合  

返 還  残 存 簿 価 又 は 時 価

評 価 額 の い ず れ か

高 い 金 額 に 補 助 率

を 乗 じ た 金 額 を 返

還 す る 。  

 

譲

渡  

有 償  返 還  譲 渡 契 約 額 、 残 存

簿 価 又 は 時 価 評 価

額 の う ち 最 も 高 い

金 額 に 補 助 率 を 乗

 



じ た 金 額 を 返 還 す

る 。  

無 償  返 還（ た だ し 、備 考

欄 の 場 合 は 補 助 金

返 還 は 不 要 と し 、

当 該 財 産 の 状 況 を

報 告 す る こ と 。）  

残 存 簿 価 又 は 時 価

評 価 額 の い ず れ か

高 い 金 額 に 補 助 率

を 乗 じ た 金 額 を 返

還 す る 。  

処 分 制 限 期 間 の 残

期 間 内 、補 助 条 件 を

承 継 す る 場 合 は 、返

還 を 要 し な い 。  

交

換  

下 取 り 交 換

の 場 合  

補 助 対 象 財 産 の 処

分 益 を 新 規 購 入 費

に 充 当 し 、か つ 、旧

財 産 の 処 分 制 限 期

間 の 残 期 間 内 、 新

財 産 が 補 助 条 件 を

承 継 す る こ と 。  

 新 規 購 入 す る も の

は 、当 初 の 補 助 対 象

財 産 の 要 件 を 備 え

て い る も の に 限 る 。 

下 取 り 交 換

以 外 の 場 合  

交 換 差 益 額 を 返 還  交 換 差 益 額 に 補 助

率 を 乗 じ た 金 額 を

返 還 す る 。  

原 則 、交 換 に よ り 差

損 が 生 じ な い 場 合

に 限 る 。  

貸

付

け  

有 償 （ 遊 休

期 間 内 の 一

時 貸 付 け ）  

収 益 に つ い て 返

還 、か つ 、本 来 の 補

助 目 的 の 遂 行 に 影

響 を 及 ぼ さ な い こ

と 。  

貸 付 け に よ り 生 じ

る 収 益 （ 貸 付 け に

よ る 収 入 か ら 管 理

費 そ の 他 の 貸 付 け

に 要 す る 費 用 を 差

し 引 い た 額 ） に 補

助 率 を 乗 じ た 金 額

を 返 還 す る 。  

 

無 償 （ 遊 休

期 間 内 の 一

時 貸 付 け ）  

本 来 の 補 助 目 的 の

遂 行 に 影 響 を 及 ぼ

さ な い こ と 。  

  

 上 記 以 外 の 返 還  残 存 簿 価 又 は 時 価  



場 合  評 価 額 の い ず れ か

高 い 金 額 に 補 助 率

を 乗 じ た 金 額 を 返

還 す る 。  

担

保  

補 助 残 融 資

又 は 補 助 目

的 の 遂 行 上

必 要 な 融 資

を 受 け る 場

合  

本 来 の 補 助 目 的 の

遂 行 に 影 響 を 及 ぼ

さ な い こ と 。  

  

上 記 以 外 の

場 合  

返 還  残 存 簿 価 又 は 時 価

評 価 額 の い ず れ か

高 い 金 額 に 補 助 率

を 乗 じ た 金 額 を 返

還 す る 。  

 

取 壊 し 、 廃 棄  返 還  残 存 簿 価 又 は 時 価

評 価 額 の い ず れ か

高 い 金 額 に 補 助 率

を 乗 じ た 金 額 を 返

還 す る 。  

 

 


